
第１回加東市総合計画審議会 次第 

と き 令和４年１月２４日（月） １４時から  

ところ 加東市役所 ２０１会議室 

１ 開会 

２ 市長挨拶 

３ 委員等紹介 

４ 会長及び副会長の選任 

【資料１】加東市総合計画審議会条例 

５ 第２次加東市総合計画後期基本計画の策定についての諮問 

  【資料２】第２次加東市総合計画後期基本計画の策定についての諮問書 

６ 報告・協議事項  

(1) 加東市総合計画審議会について 

【資料１】加東市総合計画審議会条例 

(2) 第２次加東市総合計画後期基本計画（第３次加東市総合戦略）の策定方針について 

【資料３】第２次加東市総合計画後期基本計画（第３次加東市総合戦略）策定方針（案） 

７ 閉会 



資料１ 

○加東市総合計画審議会条例 

平成１８年９月８日 

条例第２１８号 

改正 平成２７年３月３０日条例第２０号 

平成３０年３月１日条例第１号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、加

東市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、加東市総合計画の策定に関する必要な事項につい

て、調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 

(1) 公共的団体の役員及び職員 

(2) 識見を有する者 

(3) 市民を代表する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

３ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任し、又は解嘱されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（意見の聴取） 



第６条 審議会は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その説明

又は意見を聴くことができる。 

（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 

２ 部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。 

（平２７条例２０・平３０条例１・一部改正） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年加東市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年３月３０日条例第２０号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



写

資料２



資料３ 

第２次加東市総合計画後期基本計画 
（第３次加東市総合戦略） 

策定方針 
（案） 

令和４年〇月 
加 東 市
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１ 基本的事項 

（１）策定の趣旨 

本市では、平成 30年度から令和９年度までの 10年間を計画期間とする「第２次加東市総
合計画」を策定し、基本構想において「山よし！技よし！文化よし！夢がきらめく☆元気な
まち 加東」をまちの将来像として掲げ、これを実現するためにまちづくりの各分野の方向
性を示した前期基本計画に基づき、施策を推進しています。また、前期基本計画の重点戦略
に基づき、平成 30 年度から令和 4 年度までを計画期間とする第 2 次加東市総合戦略を策定
し、人口減少や少子化の対策としてより効果的と考えられる施策を推進しています。 
これらの計画の計画期間中において大きく変化した社会情勢として、令和元年度末に発生
した新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化、多様性を尊重する価値観の浸
透、ＩＣＴの発展によるデジタルトランスフォーメーションの推進などがあり、私たちの生
活が新しいステージに移行していく兆しが見られます。 
この度、令和４年度をもって前期基本計画及び第 2 次加東市総合戦略（以下「現行計画」
といいます。）の計画期間が満了することから、新しい社会の流れを踏まえつつ、将来目標の
実現に必要な政策・施策を新たにまとめ、活力ある輝くまちをつくるため、人口ビジョンの
改訂を踏まえて令和５年度からを計画期間とする後期基本計画及び第 3 次加東市総合戦略を
一体的に策定するものとします。 

（２）計画の名称 

第２次加東市総合計画後期基本計画（第３次加東市総合戦略）（以下「次期計画」といいま
す。） 

（３）次期計画の位置付け 

次期計画は、次のとおり位置付けます。 

まちの元気づくりを 

ためのまちづくり計画 

にぎわいの創出や人口減
少・少子化対策を戦略的
に進めていくためのまち

活性化計画 

まちづくりを効率的かつ
効果的に進めていくため
の総合的な行政経営計画 
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２ 策定へ向けた取組方針 

（１）これまでの取組の総括と反映 

現行計画 や加
東市総合戦略策定推進会議における点検・評価、検証を経て整理し、次期計画の策定に向け
ての基礎資料とします。 

（２）

に当たっては
画を得て進めていくことが重要です。そのため、

（３）「後期基本計画」と「総合戦略」とを一体化 

人口減少・少子化対策を効率的に、かつ、より一層効果的に推進するために、総合戦略を、
市の最上位計画である総合計画と一体的に策定します。 

（４）市組織と連動した政策体系（枠組み）の維持 

次期計画の推進や進行管理（行政評価）については、市の組織と連動した政策体系（枠組
み）を引き続き採用します。あわせて、事務効率の向上、市
スの向上の観点から、市の組織や事務分掌のあり方について検討します。 

（５）社会情勢の変化に対応した計画づくり 

現行計画策定以降の社会潮流や市 新たな
社会情勢への対応を盛り込んだ計画づくりに取り組みます。 

（６）予算と連動した計画構成 

事務事業評価の予算編成への円滑な反映を実現するため、事務事業と予算事業との連動に
ついて検討します。 

（７）わかりやすく使いやすい計画づくり 

わかりやすく使いやすい、また、成果の検証がしやすい計画づくり
に取り組みます。  



３ 次期計画の構成と計画期間 

次期計画は、令和５（ ）年度から令和９（ ）年度までの５年間の計画とします。 

◆総合計画 

基本構想 
本市の目指すべきまちの将来像や 

まちづくりの方向性等

基本計画 
基本構想を実現するための 

政策（施策）等

実施計画 
基本計画に定める施策に係る 
事業（毎年度見直し）

◆総合戦略

総合戦略 
人口減少・少子化対策としてより
効果的と考えられる施策等

アクションプラン 
総合戦略で定める施策に係る事業

（毎年度見直し）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 
（第３次総合戦略）

実施計画（３年間） 

※３か年実施計画 毎年度見直すローリング方式 

（５年間） 

アクションプラン（３年間） 

※総合戦略は後期基本計画と一体化 

アクションプランは実施計画と一体化 

年間） 
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４ 策定体制等 

（１）

①加東市総合計画審議会 
市の附属機関とし
調査及び審議を行います。委員は、公共的団体の役員又は職員、識見を有する者、一般公募

20人以内で組織します。 

②市
加東市の印象やこれまでの取組に対する満足度など、まちづくりに関する市
向を調査します。無作為抽出により選出した 4,000人 対象として調査を行います。 

③中高生対象アンケート 
魅力あるまちづくりを進めていくために、加東市の印象や将来の定住意向、まちのアピー
ルポイントなど若年層の意向を調査しました。市内中学校・高校２年及び義務教育学校８年
の全生徒（651 人）を対象として調査を行いました。 

④ 対象アンケート 
多文化共生のまちづくりを進めていくために、暮らしでの困りごとや必要な取組などを調
査しました。無作為抽出により選出した 500 を行いました。 

⑤パブリックコメント 
次期計画素案を、市ホームページへの掲載や閲覧により公表し、広く市
集します。 



（２）庁内組織 

次期計画をまちづくりの指針として機能するものとする必要があるとともに、全ての職員
が次期計画に対する理解を深めることが重要であることから、全庁的な体制を整備し策定作
業に取り組みます。 

①策定委員会 
会議構成員で組織し、次期計画素案を審議・調整します。 

②各課等 
次期計画素案の作成に係る資料提供や基礎資料の作成を行います。 

③事務局 
まちづくり政策部 企画政策課及びまちづくり創造課が担当します。 

【策定体制図】 

総合計画審議会 

中高生アンケート 

外国人アンケート 

市 

策定委員会

《加東市》

情報提供
各
課
等

議
会

意見

諮問 提案

答申 議決

パブリックコメント

企画政策課 まちづくり創造課

全ての職員

事務局
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５ 策定スケジュール 

加東市 

令
和
３
年
度

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 

令
和
４
年
度

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 

総合計画審議会 

パブリックコメント 

総合計画審議会 

総合計画審議会 

中高生・外国人対象 
アンケート調査 

総合計画審議会 

現行計画
総括 

対象 
アンケート調査 

総合計画審議会 

策定方針 
作成 

人口ビジ
ョン改訂
案作成 

策定方針 確定 

次期計画 
素案作成 

※策定委員会 
随時開催 

次期計画素案 確定 

次期計画 策定 

議会の議決（次期計画案確定） 

次期計画原案 確定 

実施計画
作成 


